
一
頁 
 

 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
及
び
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
及
び
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん

だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

 
 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
目
次 第

一
章 
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 
有
線
放
送
設
備
の
技
術
基
準 

第
一
節 
通
則
（
第
三
条
―
第
八
条
） 

第
二
節 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送

設
備
に
係
る
条
件
（
第
九
条
―
第
十
二
条
） 

第
三
節 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送

設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
三
条
―
第
十
六
条
） 

第
四
節 

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
七
条
―
第
十
九
条
） 

第
五
節 

Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
二

十
条
―
第
二
十
六
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
七
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員

会
規
則
第
十
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

［
一
～
十
三 

略
］ 

十
四 

「
Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
」
と
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
で
あ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を

使
用
し
て
伝
送
さ
れ
る
放
送
（
以
下
「
Ｉ
Ｐ
放
送
」
と
い
う
。
）
を
第
二
十
一
条
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
（
受
信

設
備
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
電
気
通
信
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
第
二
十
三
条
か
ら
第
二

十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
伝
送
す
る
方
式
を
い
う
。 

 

（
使
用
す
る
光
の
波
長
） 

第
五
条 

有
線
放
送
設
備
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
受
信
用
光
伝
送
装
置
（
光
伝
送
の
方
式
に
お
け
る
光
信
号
を
電

気
信
号
に
変
換
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
線
路
に
接
続
さ
れ
、
引

込
線
に
介
在
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
で
の
間
の
線
路
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
方
式
が
光
伝
送
の
方

式
の
み
で
あ
る
場
合
（
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等

を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
線
路
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
使
用
す
る
光
の

波
長
は
、
一
、
五
三
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
、
六
二
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２ 

略
］ 

 

（
入
力
信
号
の
条
件
） 

第
九
条 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
場
合
の
ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド
の
主
た
る
機
器
の
入
力
端
子
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
箇
所
と
す
る
。
第
十
三
条
、
第
十
七

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

有
線
放
送
設
備
の
技
術
基
準 

第
一
節 

通
則
（
第
三
条
―
第
八
条
） 

第
二
節 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送

設
備
に
係
る
条
件
（
第
九
条
―
第
十
二
条
） 

第
三
節 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送

設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
三
条
―
第
十
六
条
） 

第
四
節 

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
七
条
―
第
十
九
条
） 

  

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
十
三 

同
上
］ 

 

［
新
設
］ 

  

  

（
使
用
す
る
光
の
波
長
） 

第
五
条 

有
線
放
送
設
備
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
受
信
用
光
伝
送
装
置
（
光
伝
送
の
方
式
に
お
け
る
光
信
号
を
電

気
信
号
に
変
換
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
線
路
に
接
続
さ
れ
、
引

込
線
に
介
在
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
で
の
間
の
線
路
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
方
式
が
光
伝
送
の
方

式
の
み
で
あ
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
場
合
に
限
る
。

）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
線
路
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
使
用
す
る
光
の
波
長
は
、
一
、
五
三
〇

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
、
六
二
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２ 
同
上
］ 

 

（
入
力
信
号
の
条
件
） 

第
九
条 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
場
合
の
ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド
の
主
た
る
機
器
の
入
力
端
子
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
箇
所
と
す
る
。
第
十
三
条
及
び
第
十



三
頁 
 

 

条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
入
力
信
号
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
入
力
信
号
の
区
別

に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
係
る
業
務
区
域
の
全
部
が
一
の
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の

を
除
く
。
）
の
放
送
区
域
外
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
同
時
再

放
送
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

［
表
略
］ 

 

（
搬
送
波
等
の
条
件
） 

第
十
二
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
お
り

、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

等
の
搬
送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
受
信
者
端
子
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

区
別 

条
件 

［
一
・
二 

略
］ 

三 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
（
変
調
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
最
低
周
波
数
の
周
期
に
比
較
し
て
十

分
長
い
時
間
（
通
常
、
平
均
の
電
力
が
最
大

で
あ
る
約
十
分
の
一
秒
間
）
に
わ
た
っ
て
平

均
さ
れ
た
レ
ベ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

［
㈠ 

略
］ 

㈡ 
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振

幅
変
調
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
式

に
よ
る
Ａ
の
値
以
上
Ｂ
の
値
以
下 

Ａ

＝5
5

＋10
lo

g
1
0

（Ｚ
／

75

） 

Ｂ

＝8
1

＋10
lo

g
1
0

（Ｚ
／

75

） 

［
㈢ 

略
］ 

［
四
・
五 

略
］ 

六 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン

ド
の
変
調
波
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子

ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周

波
数
を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
（
搬
送
波

の
変
調
の
型
式
が
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又

は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
場
合
に
限
る

。
）
又
は
五
・
七
一
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
（
搬
送
波

の
変
調
の
型
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変

調
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
周
波
数
帯
幅

の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の

レ
ベ
ル
と
の
比 

［
㈠
・
㈡ 

略
］ 

㈢ 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振

幅
変
調
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
二
デ
シ
ベ
ル

以
上 

［
㈣
・
㈤ 

略
］ 

 

［
七
～
十 

略
］ 

２ 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ

、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬

七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
入
力
信
号
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
入
力
信
号
の
区
別
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
ヘ
ッ
ド
エ
ン

ド
に
係
る
業
務
区
域
の
全
部
が
一
の
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

の
放
送
区
域
外
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
同
時
再
放
送
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

［
表
同
上
］ 

 

（
搬
送
波
等
の
条
件
） 

第
十
二
条 

［
同
上
］ 

   

区
別 

条
件 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
（
変
調
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
最
低
周
波
数
の
周
期
に
比
較
し
て
十

分
長
い
時
間
（
通
常
、
平
均
の
電
力
が
最
大

で
あ
る
約
十
分
の
一
秒
間
）
に
わ
た
っ
て
平

均
さ
れ
た
レ
ベ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

［
㈠ 

同
上
］ 

㈡ 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振

幅
変
調
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
式

に
よ
る
Ａ
の
値
以
上
Ｂ
の
値
以
下 

Ａ

＝5
7

＋10
lo

g
1
0

（Ｚ
／

75

） 

Ｂ

＝8
1

＋10
lo

g
1
0

（Ｚ
／

75

） 

［
㈢ 

同
上
］ 

［
四
・
五 

同
上
］ 

六 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン

ド
の
変
調
波
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子

ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周

波
数
を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
（
搬
送
波

の
変
調
の
型
式
が
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又

は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
場
合
に
限
る

。
）
又
は
五
・
七
一
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
（
搬
送
波

の
変
調
の
型
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変

調
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
周
波
数
帯
幅

の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の

レ
ベ
ル
と
の
比 

［
㈠
・
㈡ 

同
上
］ 

㈢ 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振

幅
変
調
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
四
デ
シ
ベ
ル

以
上 

［
㈣
・
㈤ 

同
上
］ 

 

［
七
～
十 
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 



四
頁 
 

 

送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
端
子
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
当
該
各
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合
に
は

、
前
項
の
表
の
四
の
項
及
び
六
の
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

保
安
装
置
（
有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
郵
政
省
令
第
二
号
）
第
十
九
条
第
一
項

各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
保
安
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
受
信
用
光
伝
送
装

置
の
出
力
端
子 

［
イ 

略
］ 

ロ 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
場
合 

区
別 

条
件 

［
一 

略
］ 

二 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド

の
変
調
波
の
入
力
端
子
か
ら
保
安
装
置
ま
で
又

は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子
ま
で
の
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周
波
数
を
含
む

五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に

あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の

比 
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
保
安
装
置
又

は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
受

信
者
端
子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬

送
波
の
周
波
数
を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

の
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の

に
限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の
比
が
三
九
デ
シ

ベ
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
三

デ
シ
ベ
ル
以
上 

［
ハ
・
ニ 

略
］ 

二 

受
信
用
光
伝
送
装
置
の
入
力
端
子 

［
イ 

略
］ 

ロ 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
場
合 

区
別 

条
件 

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
を
用
い
て
算

出
し
た
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン

ド
の
変
調
波
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
用
光
伝
送
装

置
の
入
力
端
子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬

送
波
の
周
波
数
を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周

波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。

）
の
レ
ベ
ル
と
の
比 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
受
信
用
光
伝

送
装
置
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で

の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周
波
数

を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯
幅

の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の

レ
ベ
ル
と
の
比
が
三
九
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
四
デ
シ
ベ
ル
以
上 

［
ハ
・
ニ 

略
］ 

 

第
五
節 

Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件 

 （
入
力
信
号
の
条
件
） 

第
二
十
条 

第
九
条
の
規
定
は
、
Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
に
よ
る
Ｉ
Ｐ
放
送
を
行
う
場
合
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
主
た
る
機

器
の
入
力
端
子
に
お
け
る
入
力
信
号
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ

   

一 

［
同
上
］ 

  

［
イ 

同
上
］ 

ロ 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
場
合 

区
別 

条
件 

［
一 

同
上
］ 

二 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド

の
変
調
波
の
入
力
端
子
か
ら
保
安
装
置
ま
で
又

は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子
ま
で
の
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周
波
数
を
含
む

五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に

あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の

比 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
保
安
装
置
又

は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
受

信
者
端
子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬

送
波
の
周
波
数
を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

の
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の

に
限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の
比
が
三
九
デ
シ

ベ
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
六

デ
シ
ベ
ル
以
上 

［
ハ
・
ニ 

同
上
］ 

二 

受
信
用
光
伝
送
装
置
の
入
力
端
子 

［
イ 

同
上
］ 

ロ 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
場
合 

区
別 

条
件 

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
を
用
い
て
算

出
し
た
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン

ド
の
変
調
波
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
用
光
伝
送
装

置
の
入
力
端
子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬

送
波
の
周
波
数
を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周

波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。

）
の
レ
ベ
ル
と
の
比 

搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
受
信
用
光
伝

送
装
置
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で

の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周
波
数

を
含
む
五
・
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯
幅

の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の

レ
ベ
ル
と
の
比
が
三
九
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
七
デ
シ
ベ
ル
以
上 

［
ハ
・
ニ 

同
上
］ 

 

［
新
設
］ 

  

 

 



五
頁 
 

 

ョ
ン
放
送
方
式
」
と
あ
る
の
は
、
「
Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 （
パ
ケ
ッ
ト
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
） 

第
二
十
一
条 
Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
す
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 （
伝
送
信
号
の
条
件
） 

第
二
十
二
条 

第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
は
、
Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
す
る
伝
送
信
号
の
技
術
的
条
件
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用

す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
た
め
の
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
」
と
あ
る

の
は
、
「
Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
に
よ
り
Ｉ
Ｐ
放
送
を
行
う
た
め
の
信
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
伝
送
信
号
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
伝
送
方
法
に
よ
り
伝
送
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

パ
ケ
ッ
ト
に
よ
り
多
重
す
る
こ
と
。 

二 

Ｔ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｔ
Ｌ
Ｖ
パ
ケ
ッ
ト
、
分
割
Ｔ
Ｌ
Ｖ
パ
ケ
ッ
ト
又
は
Ｍ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
は

、
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
に
よ
り
伝
送
す
る
こ
と
。 

 （
総
合
品
質
） 

第
二
十
三
条 

Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
る
伝
送
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
「
Ｉ
Ｐ
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
。
）
に
お

け
る
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
（
受
信
設
備
に
お
い
て
誤
り
訂
正
機
能
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
誤
り
訂
正
後
の

パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
）
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 （
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
） 

第
二
十
四
条 

Ｉ
Ｐ
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一 

Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
伝
送
の
平
均
遅
延
時
間
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で
パ
ケ
ッ
ト
を
伝
送
す
る

時
間
を
い
う
。
た
だ
し
、
情
報
源
符
号
化
、
多
重
化
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
等
に
係
る
時
間
を
除
く
。
）
の
値 

一
秒
以
下 

二 

Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
伝
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
揺
ら
ぎ
（
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
伝
送
の
平
均
遅
延
時
間
と
個
別
の
Ｉ

Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
伝
送
の
遅
延
時
間
と
の
差
を
い
う
。
）
の
値 

一
〇
〇
ミ
リ
秒
以
下 

 （
安
定
品
質
） 

第
二
十
五
条 

Ｉ
Ｐ
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
す
る
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
を
優
先
的
に
伝
送
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

二 

Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
す
る
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
の
み
を
伝
送
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

三 

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
等
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
等
と
同
等
の
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

     

 

                               



六
頁 
 

 

２ 
Ｉ
Ｐ
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
す
る
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ

ト
を
伝
送
す
る
た
め
に
十
分
な
通
信
容
量
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
中
継
系
伝
送
路
設
備
（
Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
す
る
伝
送
路
設
備
の
う
ち
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
固
定
端
末
系

伝
送
路
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
の
三
第
一
項

の
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
ま
で
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
提
供
し
よ

う
と
す
る
役
務
に
係
る
全
て
の
放
送
番
組
を
伝
送
す
る
た
め
に
必
要
な
通
信
容
量 

二 

ア
ク
セ
ス
系
伝
送
路
設
備
（
Ｉ
Ｐ
放
送
の
用
に
供
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
の
う
ち
中
継
系
伝
送
路
設
備
以
外

の
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
提
供
し
よ
う
と
す
る
役
務
に
係
る
放
送
番
組
を
伝
送
す
る
た
め

に
必
要
な
通
信
容
量 

 （
適
用
除
外
） 

第
二
十
六
条 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
使
用
す
る
電
磁
波
の
条
件
） 

第
二
十
七
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る
電
磁
波
の
周
波
数
、

レ
ベ
ル
及
び
周
波
数
帯
幅
は
、
当
該
電
磁
波
が
当
該
電
磁
波
を
使
用
す
る
有
線
放
送
設
備
で
行
わ
れ
る
他
の
有

線
一
般
放
送
の
受
信
に
障
害
を
与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 

略
］ 

五 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
Ｉ
Ｐ
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等 

［
２ 

略
］ 

           

  

（
使
用
す
る
電
磁
波
の
条
件
） 

第
二
十
条 

［
同
上
］ 

  ［
一
～
四 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

［
２ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

   



七
頁 
 

 

（
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

 

第
二
条 
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



八
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表

第
三

十
一

号
（

第
13
4条

関
係
）
 

［
表

略
］

 

［
注

１
 

略
］

 

注
２

 
一

般
放

送
の
業

務
に
用
い

ら
れ
る

電
気
通
信

設
備
の

概
要

の
欄

は
、

衛
星

一
般

放
送

の
業

務
を

行
う

場

合
は

、
次

に
よ
り
記
載

し
た
上
で

別
紙
１

を
添
付
し

、
有

線
一

般
放

送
の

業
務

を
行

う
場

合
は

、
「

別
紙

の
と

お
り

」
と
記
載
し

た
上
で
別

紙
２
を

添
付
す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
有

線
一

般
放

送
の

品
質

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定
め
る
省

令
（
平
成

二
十
三

年
総
務
省

令
第

九
十

五
号

）
第

二
条

第
十

四
号

に
規

定
す

る
Ｉ

Ｐ
放

送
方

式
に
よ
り
有

線
一
般
放

送
の
業

務
を
行
う

場
合

は
、

「
別

紙
の

と
お

り
」

と
記

載
し

た
上

で
別

紙
２

の
２

を
添

付
す
る
こ

と
。
 

［
（

１
）

～
（

４
）
 

略
］

 

［
注

３
～

注
６

 
略
］
 

［
別

紙
１

・
２

 
略
］
 

別
紙

２
の

２
 

１
 

有
線

一
般

放
送
の
業

務
に
用
い

ら
れ
る

電
気
通
信

設
備

に
関

す
る

事
項

 

(1) 
主

た
る

設
備

の
設
置
場

所
 

区
別

 
設
置

場
所
 

受
信

空
中

線

系
 

 

ヘ
ッ

ド
エ

ン

ド
 

 

主
た

る
演

奏

所
 

 

幹
線

 
 

(2) 
設

備
の

規
模

 

業
務

区
域
 

引
込

端
子

の
数

 
業

務
開

始

（
予

定
）

期
日

 

全
域
 

 
 

 

区分別 

第
 

 
期
 

 
 

 

第
 

 
期
 

 
 

 

第
 

 
期
 

 
 

 

第
 

 
期
 

 
 

 

第
 

 
期
 

 
 

 

(3) 
使

用
す

る
Ｉ

Ｐ
ア

ド
レ

ス
 

Ｉ
Ｐ

ア
ド
レ
ス
 

伝
送

容
量
 

用
途

 
再

放
送

の
同

意
 

同
意

を
得

た

放
送

事
業

者
 

 
 

 
 

 

別
表

第
三

十
一

号
（

第
13
4条

関
係
）
 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
 

同
左

］
 

注
２
 

一
般

放
送

の
業

務
に
用
い

ら
れ
る

電
気
通
信

設
備
の
概

要
の
欄
は

、
衛
星

一
般
放
送

の
業
務
を

行
う
場

合
は

、
次

に
よ

り
記
載

し
た
上
で

別
紙
１

を
添
付
し

、
有
線
一

般
放
送
の

業
務
を

行
う
場
合

は
、
「
別

紙

の
と

お
り

」
と

記
載
し
た

上
で
別
紙

２
を
添

付
す
る
こ

と
。
 

   

［
（

１
）

～
（

４
）
 

同
左
］
 

［
注

３
～

注
６

 
同

左
］

 

［
別

紙
１

・
２

 
同

左
］

 

［
新

設
］

 

                       



九
頁 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(4) 
系

統
図

 
ヘ
ッ

ド
エ
ン
ド
 

 

設
備
 

 

レ
ベ

ル
 

 

(５
) 

受
信

空

中
線

系
 

区
分
 

型
式

及
び

構
成
 

周
波

数
又
は
周

波
数

範
囲
 

相
対

利
得

 
海

抜
高

 
地

上
高

 

受
信

空

中
線

系
 

 
 

最
高

 
 
d
B( 

 
MH
z
) 

最
低

 
 
d
B( 

 
MH
z
) 

m
 

m
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

給
電

線
 

線
種
 

こ
う

長
 

損
失

 
備

考
 

 
m
 

最
高

 
 
d
B/

km 

(
 

 
M
Hz
) 

最
低

 
 
d
B/

km 

(
 

 
M
Hz
) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

(6) 
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
 

区
別
 

増
幅

す
る
周
波

数
の

範
囲
 

利
得

 
雑

音
指

数
 

レ
ベ

ル
の

調
整

範
囲

 

前
置

増

幅
器
 

M
H
z
か
ら
 

M
H
z
ま
で

 

d
B 

d
B 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
信

増

幅
器
 

増
幅

す
る
周
波

数
の

範
囲
 

利
得

 
雑

音
指

数
 

レ
ベ

ル
の

調
整

範
囲

 

M
H
z
か
ら

 

M
H
z
ま
で

 

d
B 

d
B 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

周
波

数

変
換

器
 

入
力

周
波
数
 

出
力

周
波

数
 

利
得

 
雑

音
指

数
 

M
H
z 

M
H
z 

d
B 

d
B 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
調

器
 

入
力

信
号
の
種

類
 

変
調

方
式

 
出

力
周

波
数

 
出

力
の

信

                                     



十
頁 
 

 

号
対

雑
音

比
 

 
 

M
H
z 

d
B 

 
 

 
 

 
 

 
 

光
送

信

機
 

種
類
 

波
長

 
変

調
方

式
 

出
力

 
台

数
 

 
n
m 

 
d
B
m 

 

 
 

 
 

 

光
増

幅

器
 

種
類
 

出
力

 
台

数
 

 
d
B
m 

 

 
 

 

光
分

岐

器
 

種
類
 

分
岐

数
 

損
失

 
台

数
 

 
 

d
B 

 

 
 

 
 

光
波

長

多
重

合

波
器
 

種
類
 

損
失

 
台

数
 

 
d
B 

 

 
 

 

連
絡

線
 

連
絡

区
間
 

架
空

及
び

地
下

の
別

 

線
種

 
こ

う
長

 
損

失
 

 
 

 
m
 

d
B
/k

m 

 
 

 
 

 

そ
の

他

の
機

器
 

種
類
 

  

(7) 
自

主
放

送
装

置
 

種
類
 

台
数
 

備
考

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(8) 
中

継
増

幅
器

 

区
別
 

種
類
 

定
格

光
入

力
レ

ベ
ル

 

定
格

光
出

力
レ

ベ
ル

 

台
数

 

光
増

幅

器
 

 
d
B
m 

d
B
m 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

光
電

変
種
類
 

定
格

光
入

力
レ

定
格

出
力

レ
ベ

台
数

 

                                     



十
一
頁 
 

 

換
増

幅

器
 

ベ
ル

 
ル

 

 
d
B
m 

d
Bμ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他

の
増

幅

器
 

種
類
 

増
幅

す
る

こ
と

が
で

き
る

周
波

数
の

範
囲

 

定
格

入

力
レ

ベ

ル
 

定
格

出
力

レ
ベ

ル
 

雑
音

指
数

 

同
時

に
増

幅
す

る
こ

と
が

で
き

る
周

波
数

の
数

 

台
数
 

 
M
H
z
か
ら
 

M
H
z
ま
で

 

d
Bμ

 
d
Bμ

 
d
B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(9) 
分

岐
器

、
分

配
器

及
び

タ
ッ

プ
オ

フ
 

種
類
 

分
岐

結
合
損
失

又
は

分
配

損
失
 

挿
入

損
失

 
端

子
間

結
合

損

失
 

台
数

 

 
最
大

 
 
 

dB 
最

大
 

 
 

dB 
最

小
 

 
 

dB 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(10) 
分

波
器

 
種
類
 

分
波

し
た
周
波

数
 

分
波

損
失

 
端

子
間

結
合

損
失

 
台

数
 

 
M
H
z 

d
B 

最
小

 
 

 
dB 

 

M
H
z 

d
B 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(11) 
電

源
供

給
器

 

交
流

及

び
直

流

の
別
 

容
量
 

出
力

電
圧

 
台

数
 

備
考

 

 
V
A 

V
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(12) 
保

安
装

種
類
 

備
考

 

                                     



十
二
頁 
 

 

置
 

 
 

(13) 
受

信
用

光
伝

送
装

置
 

種
類
 

光
入

力
 

 
d
B
m 

 
 

 
 

 
 

光
波

長
多
重
合

波
器
の
種

類
 

損
失

 

 
d
B 

 
 

 
 

 
 

 
 

(14) 
そ

の
他

の
装

置
 

種
類
 

備
考

 

 
 

 
 

 
 

(15) 
線

路
 

区
分
 

架
空

及
び
地

下
の

別
 

線
種

 
こ

う
長

 
損

失
 

幹
線
 

 
 

m
 

 

分
配

線
 

 
 

m
 

 

引
込

線
 

 
 

 
 

電
気

通
信
事
業

を
営
む

者
が

提
供
す
る

電
気
通

信
役

務
を
利
用

す
る
線

路
の

こ
う
長
の

総
延
長

 

□
 

５
k
m
を

超
え

る
 

(16) 
電

柱
 

種
類
 

自
家

柱
 

共
架

柱
 

備
考

 

電
気

通
信

事
業

者
 

電
気

事
業

者
 

そ
の

他
 

木
柱
 

本
 

本
 

本
 

本
 

 

コ
ン

ク
リ
ー
ト

柱
 

 
 

 
 

 

鉄
柱
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 

(17) 
線

路
等

の
電

圧
及

び
通

信
回

線
の

電
力

 

電
圧
 

 

電
力
 

d
B
m 

備
考
 

 

                                     



十
三
頁 
 

 

(18) 
有

線
一

般
放

送
の

業
務

に
用

い
ら

れ
る

電
気

通
信

設
備

の
第

５
章

第
２

節
第

１
款

第
２

目
に

定
め

る
技

術
基

準
へ

の
適

合
 

□
 

適
合

し
て

い
る

 

(19) 
有

線
一

般
放

送
の

業
務

に
用

い
ら

れ
る

電
気

通
信

設
備

の
有

線
一

般
放

送
の

品
質

に
関

す
る

技
術

基
準

を
定

め
る

省
令

（
平

成
23

年
総

務
省

令
第

9
5
号

）
に

定
め

る
技

術
基

準
へ

の
適

合
 

□
 

適
合

し
て

い
る

 

(20) 
電

気
通

信
役

務
の

提
供

者
及

び
そ

の
利

用
の

形
態

の
概

要
（

自
己

の
電

気
通

信
設

備
を

用
い

る
場

合
は

そ
の

旨
及

び
そ

の
利

用
形
態
の

概
要
）
 

 

(21) 
備

考
 

 

注
１

 
(1)の

ヘ
ッ

ド
エ
ン
ド

の
欄
は
、

ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド

の
主

た
る

機
器

の
設

置
場

所
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

注
２

 
(１

)の
幹

線
の
欄
は

、
「
地

図
に
記
載

の
と
お
り

」
と

記
載

し
、

地
図

（
市

町
村

の
区

域
を

明
示

し

た
も

の
と
す
る

。
）
に
そ

の
設
置
場

所
を
記

載
す
る

こ
と

。
 

注
３

 
(8)か

ら
(14)ま

で
、

(15)の
幹

線
、
分

配
線
、

引
込

線
、

(16)及
び

(17)の
欄

に
つ

い
て

は
、

電
気

通
信

事

業
を

営
む
者

が
提
供
す

る
電
気
通

信
役
務

を
利
用

す
る

電
気

通
信

設
備

に
係

る
部

分
に

つ
い

て
は

記

載
を

要
し
な
い

。
 

注
４

 
(2)の

区
分
別
の
欄

は
、
別
図

の
業
務

区
域
の
図

に
記

載
し

た
期

別
に

従
い

、
引

込
端

子
の

数
（

加

入
申

込
み
に

応
じ
て
順

次
分
配
線

か
ら
受

信
者
端
子

ま
で

の
設

備
を

設
置

す
る

場
合

は
、

設
置

を
予

定
し

て
い
る
引

込
端
子
の

数
）
を
記

載
す
る

こ
と
。

 

注
５

 
(2)の

業
務
区
域
の

欄
は
、
加

入
申
込

み
が
あ
っ

た
場

合
に

、
加

入
申

込
み

を
遅

滞
な

く
受

諾
で

き

る
区

域
を
記

載
す
る
こ

と
と
し
、

区
分
別

の
欄
は
、

業
務

区
域

を
区

分
し

て
そ

の
業

務
の

提
供

を
行

う
場

合
に
は
、

業
務
開
始

予
定
年
月

日
ご
と

に
区
分

し
た

区
域

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

（
記

載
例
）

 
(2) 

設

備
の

規
模
 

業
務

区
域
 

引
込

端
子

の
数

 
業

務
開

始
（

予

定
）

期
日

 

全
域
 

（
何

）
市

（
何

）
町

、
（

何
）

町
、

（
何

）
町

（
何

）
丁

目
か

ら
（

何
）

丁
目

ま
で
 

5
0
00 

年
 

月
 
日
 

区分別 

第
一

期
 

（
何

）
市
（
何

）
町

 
3
0
00 

年
 

月
 
日
 

第
二

期
 

（
何

）
町

（
何

）
丁

目
か

ら
（

何
）
丁
目

ま
で

 

2
0
00 

年
 

月
 
日
 

                                     



十
四
頁 
 

 

注
６

 
(2)の

引
込

端
子

の
数

は
、

第
1
1
1
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

算
出

し
た

数
を

記
載

す

る
こ

と
。
 

注
７

 
(3)の

Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ

ス
、
伝
送

容
量
及

び
用
途
の

欄
は

、
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
か

ら
Ｉ

Ｐ
放

送
方

式
で

伝

送
す

る
た
め

に
使
用
す

る
Ｉ
Ｐ
マ

ル
チ
キ

ャ
ス
ト
ア

ド
レ

ス
及

び
そ

の
伝

送
に

必
要

と
な

る
伝

送
容

量
に

つ
い
て

記
載
す
る

こ
と
と
し

、
用
途

の
欄
に
は

、
例

え
ば

、
「

Ｎ
Ｈ

Ｋ
（

何
）

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

局
（
総

合
）
の
放

送
の
同
時

再
放
送

」
、
「
（

何
）

社
（

何
）

デ
ジ

タ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

局
の

放
送
の

同
時
再
放

送
」
、
「

（
何
）

社
（
何
）

一
般

放
送

の
同

時
再

放
送

」
、

「
自

主
放

送
」

の
よ

う
に
記
載

す
る
こ
と

。
 

（
記

載
例
）
 

(3) 
使

用
す

る
Ｉ

Ｐ
ア

ド
レ

ス
 

Ｉ
Ｐ

ア
ド
レ
ス
 

伝
送

容
量

 
用

途
 

（
23
9
. 

 
0.

  
0
. 

 
1）

 
1
0
Mb

p
s 

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

 

（
23
9
. 

 
0.

  
0
. 

 
2）

 
1
5
Mb

p
s 

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

 

注
８

 
区

間
に
よ
っ
て

使
用
す
る

Ｉ
Ｐ
ア

ド
レ
ス
が

異
な

る
と

き
は

、
区

間
ご

と
の

使
用

す
る

Ｉ
Ｐ

ア
ド

レ
ス

が
明
ら
か

に
な
る
方

法
に
よ
り

記
載
す

る
こ

と
。

 

注
９

 
再

放
送
の
同
意

の
欄
に
は

「
有
」

と
記
載
す

る
と

と
も

に
、

併
せ

て
、

同
意

を
得

た
放

送
事

業
者

名
の

欄
に
放
送

事
業
者
名

を
記
載
し

、
同
意

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

注
1
0 

(4)の
ヘ

ッ
ド
エ
ン

ド
の
欄
は

、
「
別

図
（
ヘ
ッ

ド
エ

ン
ド

系
統

図
）

に
記

載
の

と
お

り
」

と
記

載

し
、

別
図
に

、
(5)、

(6)及
び

(7)の
欄

の
機
器
又
は

装
置

に
つ

い
て

の
系

統
を

記
載

し
、

受
信

空
中

線

に
つ

い
て
は

、
受
信
空

中
線
の
位

置
に
お

け
る
受
信

す
る

電
波

の
電

界
強

度
及

び
周

波
数

を
、

連
絡

線
に

つ
い
て

は
、
連
絡

区
間
の
こ

う
長
を

、
(5)の

欄
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

入
出

力
周

波
数

を

付
記

す
る
こ
と

。
 

注
1
1 

(4)の
設

備
の
欄
は

、
「
別
図

（
設
備

系
統
図
）

に
記

載
の

と
お

り
」

と
記

載
し

、
別

図
に

、
設

備

系
統

図
を
次
に

よ
り
記
載

す
る
こ
と

。
 

(1) 
ヘ
ッ
ド
エ

ン
ド
か
ら

受
信
用
光

伝
送
装

置
ま
で

の
間

に
用

い
ら

れ
る

伝
送

方
式

が
光

伝
送

の
方

式
の

み
で
あ

る
各
幹

線
系
統
に

つ
い
て
、

ヘ
ッ
ド

エ
ン

ド
の

幹
線

へ
の

出
力

端
子

及
び

(8)か
ら

(15)

ま
で

の
欄

の
機
器

（
(9)タ

ッ
プ
オ
フ

、
(11)電

源
供

給
器

、
(12)保

安
装

置
及

び
(13)受

信
用

光
伝

送
装

置
を

除
く
。
）

を
記
載
す

る
こ
と
。
 

(2) 
(1)以

外
の
各

幹
線
系

統
の
う
ち

最
多
段
中

継
増

幅
の

系
統

に
つ

い
て

、
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
の

幹
線

へ
の

出
力

端
子
及

び
(8)か

ら
(15)ま

で
の
欄
の
機

器
（

(11)電
源

供
給

器
、

(12)保
安

装
置

及
び

(13)受
信

用
光

伝
送
装

置
を
除
く

。
）
並
び

に
幹
線

及
び

分
配

線
に

つ
い

て
の

系
統

を
記

載
し

、
幹

線
及

び

分
配

線
に
つ
い

て
は
、
機

器
間
の
こ

う
長
を

付
記

す
る

こ
と

。
 

(3) 
(1)及

び
(2)の

そ
れ
ぞ
れ

の
幹
線

系
統
が
含
ま

れ
る

設
備

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
設

備
系

統

図
を

記
載
す
る

こ
と
。
 

(4) 
系
統
の
記

載
に
当
た

っ
て
は
、

線
路
の

全
て

に
つ

い
て

自
ら

設
置

す
る

系
統

、
線

路
の

一
部

に

つ
い

て
電
気

通
信
事
業

を
営
む
者

が
提
供

す
る

電
気

通
信

役
務

を
利

用
す

る
系

統
又

は
線

路
の

全

て
に

つ
い
て

電
気
通
信

事
業
を
営

む
者
が

提
供

す
る

電
気

通
信

役
務

を
利

用
す

る
系

統
の

そ
れ

ぞ

れ
に

つ
い
て
、

記
載
す
る

こ
と
。
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注
1
2 

(4)の
レ

ベ
ル
の
欄

は
、
設
備

系
統
図

に
記
載
し

た
機

器
の

送
信

の
方

式
が

有
線

一
般

放
送

の
品

質

に
関

す
る
技

術
基
準
を

定
め
る
省

令
第
２

条
第
1
0号

か
ら

第
14

号
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

、
「
別

図
（
レ
ベ

ル
ダ
イ
ヤ

グ
ラ
ム

）
に
記
載

の
と

お
り

。
」

と
記

載
し

、
別

図
に

、
レ

ベ
ル

の
ダ

イ
ヤ
グ

ラ
ム
を
次

に
よ
り
記

載
す
る

こ
と
。

た
だ

し
、

タ
ッ

プ
オ

フ
出

力
端

子
の

レ
ベ

ル
を

記

載
す

る
こ
と

が
困
難
な

場
合
は
、

こ
れ
を

受
信
者

端
子

の
レ

ベ
ル

の
記

載
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る

。
 

(1) 
ヘ
ッ
ド
エ

ン
ド
か
ら

受
信
用
光

伝
送
装

置
ま
で

の
間

に
用

い
ら

れ
る

伝
送

方
式

が
光

伝
送

の
方

式
の

み
で
あ

る
各
幹
線

系
統
に
つ

い
て
は

、
光
送

信
機

か
ら

タ
ッ

プ
オ

フ
ま

で
の

分
岐

数
が

最
多

と
な

る
幹
線

系
統
の
う

ち
、
幹
線

の
こ
う

長
が
最

長
と

な
る

幹
線

系
統

に
つ

い
て

、
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
の

光
送
信

機
、
光

増
幅
器
、

光
分
岐
器

及
び
光

波
長

多
重

合
波

器
並

び
に

(8)か
ら

(15)ま
で

の
欄

の
機

器
（

(11)電
源
供
給

器
及
び

(12)保
安
装
置
を

除
く

。
）

に
お

け
る

光
レ

ベ
ル

の
ダ

イ
ヤ

グ
ラ

ム

を
記

載
す
る

こ
と
。
ま

た
、
光
送

信
機
の

相
対

強
度

雑
音

及
び

光
増

幅
器

の
雑

音
指

数
を

付
記

す

る
こ

と
。
 

(2) 
(1)以

外
の
各

幹
線
系

統
に
つ
い

て
は
、
設

備
系

統
図

に
記

載
し

た
機

器
に

つ
い

て
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
出

力
端
子

か
ら
タ
ッ

プ
オ
フ
出

力
端
子

ま
で
に

お
け

る
レ

ベ
ル

の
ダ

イ
ヤ

グ
ラ

ム
を

次
に

よ
り

記
載

す
る
こ
と

。
 

ア
 
デ
ジ
タ

ル
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送

方
式
に

よ
る

有
線

一
般

放
送

の
搬

送
波

の
数

が
２

以
上

の
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
レ
ベ
ル

の
最
高

の
も

の
と

最
低

の
も

の
の

み
と

し
、

そ
の

中
心

周
波

数
を

付
記
す
る

こ
と
。
 

イ
 

機
器
及

び
線
路
の

定
格
出
力

イ
ン
ピ

ー
ダ
ン

ス
が

7
5オ

ー
ム

以
外

の
場

合
は

、
そ

の
値

を
付

記
す

る
こ
と
。
 

(3) 
レ
ベ
ル
に

関
し
て
、

有
線
一
般

放
送
の

品
質
に

関
す

る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
第

1
2条

第
２

項
又
は
第

15
条
第
２
項

の
い
ず
れ

か
に
該

当
す
る

場
合

は
、

当
該

各
項

の
規

定
の

適
用

に
係

る
端

子
を

明
記
す
る

こ
と
。
 

注
1
3 

(5)の
備

考
欄
に
は

、
受
信
空

中
線
の

出
力
端
子

と
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
の

入
力

端
子

と
の

間
に

給
電

線

以
外

の
装
置

が
挿
入
さ

れ
る
と
き

は
、
そ

の
挿
入
さ

れ
る

も
の

の
種

類
及

び
損

失
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

注
1
4 

(6)の
レ

ベ
ル
の
調

整
範
囲
の

欄
に
は

、
例
え
ば

、
「

デ
ジ

タ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
入

力
レ

ベ

ル
70

d
Bμ

±
10
dB

に
対
し
て
、

出
力
レ
ベ

ル
変
動

±
0.
5
dB

以
内

」
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

注
1
5 

(6)の
周

波
数
変
換

器
の
欄
に

は
、
ヘ

ッ
ド
エ
ン

ド
に

お
い

て
、

入
力

周
波

数
を

他
の

周
波

数
に

変

換
し

て
送
信
す

る
場
合
に

使
用
す
る

周
波
数

変
換
器

の
み

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

注
1
6 

(6)の
入

力
信
号
の

種
類
の
欄

に
は
、

「
映
像
信

号
」

、
「

文
字

信
号

」
、

「
音

声
信

号
」

の
よ

う

に
記

載
す
る
こ

と
。
 

注
1
7 

(6)の
変

調
器
の
変

調
方
式
の

欄
に
は

、
標
準
デ

ジ
タ

ル
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
方

式
に

よ
る

場
合

は

「
標

準
方
式

」
、
デ
ジ

タ
ル
有
線

テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放

送
方

式
に

よ
る

場
合

は
「

デ
ジ

タ
ル

方
式

」
の

よ
う

に
、
そ
の

他
の
方
式

に
よ
る
場

合
は
そ

の
概
要

を
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

注
1
8 

(6)の
光

送
信
機
、

光
増
幅
器

、
光
分

岐
器
及
び

光
波

長
多

重
合

波
器

の
種

類
の

欄
に

は
、

製
品

名

                                     



十
六
頁 
 

 

及
び

製
造
者
名

を
記
載
す

る
こ
と
。
 

注
1
9 

(6)の
光

送
信
機
の

変
調
方
式

の
欄
に

は
、
「
光

強
度

直
接

変
調

方
式

」
、

「
光

強
度

外
部

変
調

方

式
」

、
「

FM
一

括
変
換
方

式
」
の
よ
う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

注
2
0 

(6)の
連

絡
線
及

び
(15)の

線
路

の
欄
に
は

、
線
路

の
一

部
に

無
線

装
置

を
使

用
す

る
も

の
に

つ
い

て

、
線

種
の

欄
に

、
例

え
ば

、
「

2
3G

H
z
 

無
線

装
置

」
と

記
載

し
、

こ
う

長
の

欄
に

、
無

線
区

間
の

距
離

を
記
載
す

る
こ
と
。
 

注
2
1 

(6)の
連

絡
区
間
の

欄
に
は
、

例
え
ば

、
「
前
置

増
幅

器
－

ヘ
ッ

ド
エ

ン
ド

」
、

「
主

た
る

演
奏

所

－
ヘ

ッ
ド
エ
ン

ド
」
の
よ

う
に
記
載

し
、
そ

の
設
置

場
所

を
添

付
地

図
に

示
す

こ
と

。
 

注
2
2 

(6)の
線

種
の
欄
に

は
、
例
え

ば
、
「

５
Ｃ
－
２

Ｖ
」

、
「

６
心

Ｇ
Ⅰ

型
光

フ
ァ

イ
バ

ケ
ー

ブ
ル

」

の
よ

う
に
具
体

的
に
記
載

す
る
こ
と

。
 

注
2
3 

(6)の
そ

の
他
の
機

器
の
欄
に

は
、
有

線
一
般
放

送
の

た
め

に
電

磁
波

を
発

生
さ

せ
る

機
器

を
記

載

す
る

こ
と
。
 

注
2
4 

(7)の
種

類
の
欄
に

は
、
主
た

る
演
奏

所
に
常
置

す
る

も
の

の
み

に
つ

い
て

、
例

え
ば

、
「

ス
タ

ジ

オ
カ

メ
ラ
」

、
「
マ
イ

ク
ロ
ホ
ン

」
、
「

フ
イ
ル
ム

投
射

器
」

、
「

文
字

画
面

制
作

装
置

」
、

「
図

形
画

面
制
作
装

置
」
の
よ

う
に
記
載

す
る
こ

と
。
 

注
2
5 

(7)の
備

考
欄
に
は

、
例
え
ば

、
ス
タ

ジ
オ
カ
メ

ラ
に

つ
い

て
は

、
「

白
黒

式
」

、
「

カ
ラ

ー
式

」

の
別

を
、
マ

イ
ク
ロ
ホ

ン
に
つ
い

て
は
、

「
モ
ノ
ホ

ニ
ッ

ク
式

」
、

「
ス

テ
レ

オ
ホ

ニ
ッ

ク
式

」
の

別
を

、
ま
た

、
フ
イ
ル

ム
投
射
器

に
つ
い

て
は
、
「

８
ミ

リ
フ

イ
ル

ム
用

」
、

「
3
5ミ

リ
ス

ラ
イ

ド

用
」

の
よ
う
に

記
載
す
る

こ
と
。
 

注
26

 
(8)の

種
類

の
欄
に
は

、
製
品
名

及
び
製

造
者
名

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

注
2
7 

(8)の
同

時
に
増
幅

す
る
こ
と

が
で
き

る
周
波
数

の
数

の
欄

に
は

、
例

え
ば

、
「

デ
ジ

タ
ル

有
線

テ

レ
ビ

ジ
ョ
ン

放
送
方
式

に
準
拠
す

る
方
式

に
よ
る
搬

送
波

（
何

）
波

」
、

「
超

短
波

放
送

の
標

準
方

式
に

準
拠
す

る
方
式
に

よ
る
音
声

信
号
搬

送
波
（

何
）

波
」

、
「

パ
イ

ロ
ッ

ト
信

号
（

何
）

波
」

の

よ
う

に
記
載
す

る
こ
と
。
 

注
2
8 

(9)の
分

岐
器
（
設

備
の
線
路

に
送
ら

れ
た
電
磁

波
を

分
岐

す
る

装
置

で
あ

つ
て

、
分

配
器

及
び

タ

ッ
プ

オ
フ
で

な
い
も
の

を
い
う
。

以
下
同

じ
。
）
、

分
配

器
（

設
備

の
線

路
に

送
ら

れ
た

電
磁

波
を

等
分

す
る
装

置
で
あ
っ

て
、
タ
ッ

プ
オ
フ

で
な
い

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

タ
ッ

プ
オ

フ

の
種

類
の
欄

に
は
、
例

え
ば
、
「

分
岐
器

（
４
分
岐

）
」

、
「

分
配

器
（

２
分

配
）

」
、

「
タ

ッ
プ

オ
フ

（
４
分

岐
）
」
、

「
タ
ッ
プ

オ
フ
（

２
分
配

）
」

、
「

分
岐

器
（

３
分

岐
）

・
タ

ッ
プ

オ
フ

（

１
分

岐
）
」

、
「
分
配

器
（
２
分

配
）
・

タ
ッ
プ

オ
フ

（
２

分
配

）
」

、
「

1
6分

岐
器

」
、

「
3
2分

岐
器

」
、
「
タ

ッ
プ
オ
フ

（
ク
ロ
ー

ジ
ャ
）

」
の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

注
29

 
(10)の

種
類

の
欄
に
は

、
例
え
ば

、
「
分

波
器
（

２
分

波
）

」
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

注
30

 
(11)の

欄
に

は
、
中
継

増
幅
器
用

電
源
供

給
器
の

み
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

注
3
1 

(11)の
備

考
欄
に
は

自
動
電

圧
制
御
機

能
を
有
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

制
御

電
圧

範
囲

を
記

載
す

る

こ
と

。
 

注
3
2 

(15)の
線

種
の
欄
は

、
例
え

ば
「
７
Ｃ

―
２
Ｖ
」

、
「

６
心

Ｇ
Ｉ

型
光

フ
ァ

イ
バ

ケ
ー

ブ
ル

」
の

よ

う
に

具
体
的
に

記
載
す
る

こ
と
。
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注
3
3
 

(15)の
幹

線
の

損
失

の
欄

に
は

、
例

え
ば

、
「

0
.3
5
dB

／
k
m
（

1,
5
50
n
m
）

」
、

「
最

高
3
5
dB

／
k
m

（
4
50

MH
z
）

、
最

低
５

d
B
／

km
（

7
0M
Hz

）
」

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
無

線
装

置
の

場
合

に
は

、
記

載
を
要
し

な
い
。
 

注
3
4 

(15)の
電

気
通
信
事

業
を
営

む
者
が
提

供
す
る
電

気
通

信
役

務
を

利
用

す
る

線
路

の
こ

う
長

の
総

延

長
の

欄
は
、

電
気
通
信

事
業
を
営

む
者
が

提
供
す
る

電
気

通
信

役
務

を
利

用
す

る
線

路
の

こ
う

長
の

総
延

長
が
５

km
を
超
え
る

場
合
に
限
り
、

□
に
レ

印
を

付
け

る
こ

と
。

 

注
3
5 

(16)の
備

考
の
欄
は

、
自
家

柱
に
つ
い

て
、
長
さ

が
６

メ
ー

ト
ル

以
下

で
あ

る
も

の
及

び
長

さ
が

６

メ
ー

ト
ル
を

超
え
る
も

の
で
あ
っ

て
元
口

か
ら
６

メ
ー

ト
ル

の
位

置
に

お
け

る
横

断
面

の
最

も
長

い

部
分

の
長
さ
が

1
0セ

ン
チ

メ
ー
ト
ル

以
下
で

あ
る

も
の

の
本

数
を

再
掲

す
る

こ
と

。
 

注
36

 
(17)の

電
圧

の
欄
に
記

載
し
た
値

が
実
効

値
に
よ

ら
な

い
場

合
は

、
そ

の
旨

を
付

記
す

る
こ

と
。

 

注
3
7 

(17)の
備

考
の
欄
は

、
通
信

回
線
が
有

線
電
気
通

信
設

備
令

施
行

規
則

（
昭

和
4
6年

郵
政

省
令

第
２

号
）

第
２
条

第
１
項
第

４
号
及
び

第
５
号

に
掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の

旨
を

記
載
す
る

こ
と
。
 

注
3
8 

(18)の
欄

は
、
有
線

一
般
放

送
の
業
務

に
用
い
ら

れ
る

電
気

通
信

設
備

が
第

５
章

第
２

節
第

１
款

第

２
目

に
定
め

る
技
術
基

準
に
適
合

す
る
場

合
に
限
り

、
□

に
レ

印
を

付
け

、
第

1
5
1条

か
ら

第
15
3条

ま
で

並
び

に
第

1
54

条
に

お
い

て
準

用
す

る
第

1
0
5
条

か
ら

第
1
07

条
ま

で
、

第
1
0
9
条

、
第

1
11

条
、

第
11

2条
及
び
第

11
4条

の
各
条
件

に
つ
い

て
、
以

下
の

と
お

り
措

置
内

容
を

具
体

的
に

説
明

し
た

書

面
を

添
付
す
る

こ
と
。
 

ア
 

ヘ
ッ
ド
エ

ン
ド
設
備

、
伝
送
路

設
備
等

の
設
備

構
成

図
並

び
に

こ
れ

ら
の

接
続

構
成

図
 

イ
 

第
1
5
1条

に
規

定
す
る
予

備
機
器
の
設

置
等
に

関
す

る
説

明
書

 

ウ
 

第
1
5
4条

に
お

い
て
準
用

す
る
第

10
5条

に
規
定

す
る

故
障

検
出

に
関

す
る

説
明

書
 

エ
 

第
1
5
4条

に
お

い
て
準
用

す
る
第

10
6
条
に
規

定
す

る
配

備
し

て
い

る
試

験
機

器
及

び
応

急
復

旧

機
材

の
一
覧
並

び
に
説
明

書
 

オ
 

第
1
5
4条

に
お

い
て
準
用

す
る
第

10
7条

に
規
定

す
る

耐
震

対
策

に
関

す
る

説
明

書
 

カ
 

第
1
5
4条

に
お

い
て
準
用

す
る
第

10
9条

に
規
定

す
る

停
電

対
策

に
関

す
る

説
明

書
 

キ
 

第
1
5
2条

に
規

定
す
る
強

電
流
電
線
に

起
因
す

る
誘

導
対

策
に

関
す

る
説

明
書

 

ク
 

第
1
5
4条

に
お

い
て
準
用

す
る
第

11
1条

に
規
定

す
る

防
火

対
策

に
関

す
る

説
明

書
 

ケ
 

第
1
5
4条

に
お

い
て
準
用

す
る
第

11
2条

に
規
定

す
る

屋
外

設
備

に
関

す
る

説
明

書
 

コ
 

第
1
5
3条

に
規

定
す
る
ヘ

ッ
ド
エ
ン
ド

を
収
容

す
る

建
築

物
に

関
す

る
説

明
書

 

サ
 

第
1
5
4条

に
お

い
て
準
用

す
る
第

11
4条

に
規
定

す
る

耐
雷

対
策

に
関

す
る

説
明

書
 

注
3
9 

(19)の
欄

は
、
一
般

放
送
の

業
務
に
用

い
ら
れ
る

電
気

通
信

設
備

が
有

線
一

般
放

送
の

品
質

に
関

す

る
技

術
基
準

を
定
め
る

省
令
第
２

章
に
定

め
る
技
術

基
準

に
適

合
す

る
場

合
に

限
り

、
□

に
レ

印
を

付
け

、
第

23
条
か
ら
第

2
5条

ま
で

の
各
条

件
に
つ

い
て

、
以

下
の

と
お

り
措

置
内

容
を

具
体

的
に

説

明
し

た
書
面

を
添
付
す

る
こ
と
。

な
お
、

電
気
通

信
事

業
を

営
む

者
が

提
供

す
る

電
気

通
信

設
備

に

つ
い

て
、
一

般
放
送
事

業
者
と
電

気
通
信

事
業
者

と
の

間
で

、
電

気
的

性
能

及
び

光
学

的
性

能
に

つ

い
て

確
認
し
た

書
面
を
添

付
す
る
こ

と
。
 

ア
 

第
2
3条

に
規
定
す
る

Ｉ
Ｐ
放
送

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
に

お
け

る
パ

ケ
ッ

ト
損

失
率

に
関

す
る

説
明

書
 

                                     



十
八
頁 
 

 

イ
 

第
2
4条

に
規
定
す

る
Ｉ
Ｐ
パ

ケ
ッ
ト

伝
送
の
平

均
遅

延
時

間
の

値
及

び
Ｉ

Ｐ
パ

ケ
ッ

ト
伝

送
の

平
均

遅
延
時
間

の
揺
ら
ぎ

の
値
に
関

す
る
説

明
書

 

ウ
 

第
2
5条

第
１
項
に

規
定
す
る

Ｉ
Ｐ
放

送
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
講

じ
ら

れ
て

い
る

措
置

に
関

す
る

説

明
書

 

エ
 

第
2
5条

第
２
項
に
規

定
す
る
Ｉ

Ｐ
放
送

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
の

通
信

容
量

に
関

す
る

説
明

書
 

注
40

 
(21)の

欄
は

、
そ
の
他

参
考
と
な

る
事
項

を
記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

施
設

に
接

続
す
る
有

線
一
般
放

送
の
業

務
に
用
い

ら
れ

る
電

気
通

信
設

備
の

概
要

 

接
続

す
る

有
線

電
気
通
信

設
備
 

設
置

者
の
氏
名

又
は

名
称

 
設

備
の

識
別

 
引

込
端

子
の

数
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

接
続

す
る

受
信

設
備
群
 

設
置

場
所
 

受
信

設
備

の
数

 

 
 

 
 

 
 

注
１

 
接

続
す
る
有
線

電
気
通
信

設
備
の

欄
に
は
、

設
備

の
引

込
端

子
に

接
続

す
る

他
の

有
線

電
気

通
信

設
備

に
つ
い
て

記
載
す
る

こ
と
。
 

注
２

 
設

備
の
識
別
の

欄
に
は
、

有
線
一

般
放
送
事

業
者

の
登

録
年

月
日

及
び

登
録

番
号

又
は

有
線

電
気

通
信

設
備
の
設

置
の
届
出

の
年
月
日

等
を
記

載
す
る

こ
と

。
 

注
３

 
引

込
端

子
の

数
の

欄
及

び
受

信
設

備
の

数
の

欄
に

は
、

第
1
33
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

算
出
し
た

数
を
記
載

す
る
こ
と

。
 

注
４

 
設

置
場

所
の

欄
は

、
第

1
33

条
第

２
項

の
表

の
２

の
項

の
規

定
に

よ
り

、
一

の
引

込
端

子
を

２
以

上
の

も
の
と

数
え
る
場

合
に
お
い

て
、
当

該
一
の
引

込
端

子
に

接
続

す
る

受
信

設
備

の
設

置
場

所
を

、
例

え
ば
「
（

何
）
ビ
ル

内
」
、
「

（
何
）

ア
パ
ー

ト
内

」
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

３
 

設
備

と
工

作
物
又
は

道
路
等
と

の
関
係

 

(1) 

電線等との離隔距離
 

設
備
 

 付
近

の
工
作
物
 

架
空

電
線

の
支

持
物

 

単
独

柱
の

架
空

電
線

 

共
架

柱
の

架
空

電
線

 

屋
内

電
線

 

 

地
中

電
線

 

 

備
考

 

 

電
線

 
 

m
 

m
 

 
 

 

強
電

流
 

電
 

線
 

低
圧
 

m
 

（
 

）
 

 （
 

）
 

 （
 

）
 

m
 

m
 

 

高
圧
 

 （
 

）
 

 

（
 

）
 

 

（
 

）
 

 
 

 

特
別

高
圧
 

 

（
 

）
 

 

（
 

）
 

 

（
 

）
 

 
 

 

建
造

物
 

 
 

 
 

 
 

                                     



十
九
頁 
 

 

(2)

道路等との関係
 

設
備

 

付
近

 

の
道

路
 
 
 

 関
係

 

及
び

工
作
物
 

架
空

電
線
 

備
考

 

道
路

、
鉄
道
又

は
軌

道
、

横
断

歩
道

橋
上

の

最
低

の
高
さ
 

道
路

 
m
 

 

鉄
道

又
は
軌
道
 

 
 

横
断

歩
道
橋
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

(3)

道路の占用等
 

道路の占用
 

道
路

の
種
類
 

許
可

の
有
無
 

(4)

電柱等への共架
 

所
有

者
等

 
承

諾
の

有
無

 

国道
 

指
定

区
間
内
 

 
 

 

指
定

区
間
外
 

 
 

 

都
道

府
県
道
 

 
 

 

市
町

村
道
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 

その他
 

種
類
 

許
可

等
の
有
無
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
１

 
電

気
通
信
事
業

を
営
む
者

が
提
供

す
る
電
気

通
信

役
務

を
利

用
す

る
電

気
通

信
設

備
に

係
る

部
分

に
つ

い
て
は
記

載
を
要
し

な
い
。
 

注
２

 
(1)の

強
電
流
電
線

の
備
考
の

欄
は
、

そ
の
種
別

（
強

電
流

ケ
ー

ブ
ル

等
）

及
び

保
護

網
（

線
）

設

置
の

有
無
を

記
載
す
る

こ
と
。
ま

た
、
付

近
の
工
作

物
の

電
線

が
裸

電
線

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
旨

を
記

載
す
る
こ

と
。
 

注
３

 
電

車
線
に
接
近

又
は
交
差

す
る
場

合
は
、

(1)の
強

電
流

電
線

の
欄

の
括

弧
内

に
記

載
す

る
こ

と
。

ま
た

、
備
考
の

欄
は
、
注

２
の
要
領

で
記
載

す
る

こ
と

。
 

注
４

 
(2)の

備
考
の
欄
は

、
例
え
ば

、
「
歩

道
と
車
道

と
の

区
別

が
あ

る
道

路
」

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ

と
。

 

注
５

 
設

備
の
付
近
の

道
路
、
鉄

道
及
び

軌
道
の
位

置
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
し

た
図

等
を

添
付

す
る

こ
と
。
 

注
６

 
道

路
の
占
有
の

許
可
を
得

て
い
る

場
合
は
、

そ
の

許
可

書
の

写
し

を
、

許
可

を
得

て
い

な
い

場
合

は
、

当
該
許
可

を
得
る
見

込
み
が
あ

る
こ
と

を
記
載

し
た

書
面

を
そ

れ
ぞ

れ
添

付
す

る
こ

と
。

 

注
７

 
(3)の

そ
の
他
の
種

類
欄
に
は

、
設
備

の
設
置
に

関
し

必
要

な
法

令
に

基
づ

く
処

分
の

名
称

に
つ

い

て
記

載
す
る

と
と
も
に

、
許
可
等

を
得
て

い
る
場
合

は
、

そ
の

許
可

書
の

写
し

を
、

許
可

等
を

得
て

い
な

い
場
合

は
、
当
該

許
可
等
を

得
る
見

込
み
が
あ

る
こ

と
を

記
載

し
た

書
面

を
そ

れ
ぞ

れ
添

付
す

る
こ

と
。
 

注
８

 
電

柱
等
へ
の
共

架
に
つ
い

て
、
そ

の
所
有
者

等
の

承
諾

を
得

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
承

諾
書

の
写

し
を

、
承
諾

を
得
て
い

な
い
場
合

は
、
当

該
承
諾

を
得

る
見

込
み

が
あ

る
こ

と
を

記
載

し
た

書
面

を

そ
れ

ぞ
れ
添
付

す
る
こ
と

。
 

                                     



二
十
頁 
 

 

注
９

 
地

方
公
共
団
体

、
独
立
行

政
法
人

都
市
再
生

機
構

若
し

く
は

地
方

住
宅

供
給

公
社

（
以

下
「

地
方

公
共

団
体
等

」
と
い
う

。
）
が
建

設
し
、

か
つ
、

管
理

す
る

住
宅

若
し

く
は

造
成

し
、

か
つ

、
管

理

す
る

宅
地
の

施
行
地
区

内
又
は
地

方
公
共

団
体
等

が
施

行
す

る
市

街
地

再
開

発
事

業
（

事
業

完
了

し

た
も

の
を
除

く
。
）
若

し
く
は
防

災
建
築

街
区
造

成
事

業
（

事
業

完
了

し
た

も
の

を
除

く
。

）
の

施

行
地

区
内
に

施
設
を
設

置
し
よ
う

と
す
る

場
合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
設

置
に

つ
い

て
、

当
該

地
方

公

共
団

体
等
と
の

協
議
が
整

っ
た
こ
と

を
証
す

る
書

面
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

４
 

受
信

障
害

区
域
に
お

け
る
電
界

強
度
 

受
信

障
害
区

域
内
の
み

に
お
い
て

義
務
再

放
送
を
行

う
場

合
又

は
受

信
障

害
区

域
の

属
す

る
市

町
村

に

隣
接

す
る

市
町
村
の
区

域
に
お
い

て
設
置

さ
れ
る
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
を

行
う

た
め

の
有

線
電

気
通

信
設

備
と

一
体

と
し
て
当
該

受
信
障
害

区
域
に

設
置
さ
れ

た
有

線
電

気
通

信
設

備
を

用
い

て
義

務
再

放
送

を
行

う
場

合
に

お
け

る
当
該
受

信
障
害
区

域
に
お

け
る
電
界

強
度

の
デ

ー
タ

 
 

別
表

第
三

十
七

号
（

第
13
9条

関
係
）
 

別
表

第
31

号
別

紙
２

及
び

別
紙

２
の

２
に

お
け

る
記

載
事
項

 

変
更

事
項
 

 

            

別
表

第
三

十
七

号
（

第
13

9条
関
係
）
 

別
表

第
31

号
別

紙
２

に
お

け
る

記
載

事
項

 

変
更

事
項
 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



二
十
一
頁 

 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
登
録
一
般
放
送
事
業
者
が
行
う
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
有

線
放
送
設
備
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
有
線
一
般
放
送

の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 


